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声
に
よ
る
訪
問

ふ
れ
あ
い
電
話

入
居
者
募
集

ジ
ョ
イ
ハ
ウ
ス
た
ま
が
わ

参
加
者
募
集

移
動
能
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

�

教
室

家
族
介
護
者
教
室

安
心
！
老
後
の

「
家
計
の
見
え
る
化
」

定
期
的
に
電
話
を
か
け
、
話
し

相
手
や
安
否
確
認
を
す
る
サ
ー
ビ

ス
で
す
。

対
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
一
人
暮

ら
し（
日
中
一
人
で
過
ご
し
て
い

る
高
齢
者
）で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
て
い
な
い
方

申
窓
口
、
電
話

先
問
高
齢
福
祉
課
高
齢
福
祉
係

い
ざ
と
い
う
時
に
困
ら
ず
、
自

分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
る
た
め
の

具
体
的
な
対
策
や
ア
ド
バ
イ
ス
を

専
門
家
か
ら
お
伝
え
し
ま
す
。

対
関
心
の
あ
る
方
、
高
齢
者
の
介

護
を
し
て
い
る
方

日
時
場
定
先
左
表
参
照

※
申
込
先
着
順

申
電
話〔
5
月
18
日（
月
）〜
〕

問
高
齢
福
祉
課
地
域
支
援
係

「
な
ん
と
な
く
動
き
が
ぎ
こ
ち

な
い
」「
体
の
使
い
方
が
苦
手
そ

う
」等
、
お
子
さ
ん
の
様
子
で
気

に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
作
業
療
法
士
が
子
ど
も
の
発

達
の
視
点
か
ら
、
ぎ
こ
ち
な
さ
の

背
景
や
関
わ
り
方
の
ヒ
ン
ト
を
分

か
り
や
す
く
お
伝
え
し
ま
す
。

日
6
月
19
日（
金
）

時
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

場
地
域
振
興
プ
ラ
ザ
4
階
会
議
室

申
申
込
フ
ォ
ー
ム

（
下
記
参
照
）、電
話
、

メ
ー
ル
、
フ
ァ
ク
ス

先
問
レ
ス
ポ
ー
い
な
ぎ
平
尾　
☎

331
・
8
7
9
4
、

331
・
8
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5
、resu

p
o-in

agi@
inagi-m

asayum
e.com

市
が
集
合
住
宅
を
借
り
上
げ
、

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
高
齢
者
へ

提
供
す
る
住
宅
の
入
居
者
を
募
集

し
ま
す
。

対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

○
65
歳
以
上
で
、
市
内
に
引
き
続

き
2
年
以
上
住
ん
で
い
る

○
持
ち
家
や
公
営
住
宅
に
住
ん
で

い
な
い

○
立
ち
退
き
要
求
を
受
け
て
い
る

等
、
現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る

※
収
入
要
件
有
り

場
押
立
410
の
3

※
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
無
し

▽
募
集
戸
数　
単
身
用
・
世
帯
用

各
1
戸

※
申
込
者
多
数
の
場
合
は
抽
選

費
市
の
高
齢
者
住
宅
条
例
に
よ
る

額申
窓
口
、
郵
送〔
5
月
18
日（
月
）

〜
〕

※
申
込
用
紙
は
高
齢
福
祉
課
、
平

尾
・
若
葉
台
出
張
所
、
市

で
入

手
可

都
立
大
学
と
連
携
し
、
ＶＲ
を

使
っ
て
移
動
能
力
を
計
測
し
ま

す
。
結
果
を
基
に
バ
ラ
ン
ス
や
目

の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
取
り
組
み
ま

し
ょ
う
。

対
市
内
在
住
で
、
介
護
保
険
の
認

定
を
受
け
て
い
な
い
65
歳
以
上
の

方（
色
覚
障
害
が
な
い
方
）

日
6
月
9
日
〜
30
日
の
火
曜
日

（
全
4
回
）

時
午
後
1
時
30
分
〜
3
時

場
福
祉
セ
ン
タ
ー
介
護
予
防
教
室

定
20
人（
申
込
先
着
順
）

申
申
込
フ
ォ
ー
ム

（
下
記
参
照
）、
電
話

〔
5
月
16
日（
土
）〜
〕

先
問
高
齢
福
祉
課
高
齢
福
祉
係

　「人権擁護委員の日」に併せて、毎月第1・第3金
曜日の午後に実施している人権・身の上相談の相
談時間を拡大します。
　「他人から人権を侵害されている」「夫婦・家庭
内で不和や争いが起こっている」「近所とトラブル
が発生した」等、人権・身の上の問題でお困りの際
には、一人で悩まずにご相談ください。秘密は厳
守します。
日6月5日（金）
時午前10時～正午、午後1時30分～4時30分
場市役所2階市民相談室
定5人（申込先着順）
▷相談員　人権擁護委員
申先市民協働課予約専用番号（☎378－2286）に電
話〔5月15日（金）～〕
限6月4日（木）午後5時
人権擁護委員とは
　人権擁護委員は法務大臣が委嘱した民間のボラ
ンティアです。全国の各市町村に人権擁護委員が
配置され、講演会の開催、地域の方の人権相談を
受ける等、積極的な活動を行っています。
問市民協働課市民相談係

納期限　6月1日（月）
固定資産税・都市計画税（第1期）

軽自動車税（全期）
納付忘れにご注意を！

問収納課

家族介護者教室
期日 時間 会場 定員 申込先
5月28日
（木） 午前10時～11時 都営大丸アパート第一集会所

（大丸630）

各20人

地域包括支援センター
エレガントもむら� ☎379−5500

6月2日
（火）

午後2時～3時

平尾自治会館
（平尾3－7－1）

地域包括支援センター
ひらお� ☎331−6088

6月18日
（木）

LOUNGE WiTH 372
（向陽台3－7－2）

地域包括支援センター
こうようだい� ☎370−0040

6月25日
（木） 午後1時30分～2時30分 やのくち正吉苑

（矢野口1804－3） 15人 地域包括支援センター
やのくち� ☎379−8575

レ
ス
ポ
ー
い
な
ぎ

�

発
達
支
援
講
座

旅
行
等
の
海
外
渡
航
中
に
病
気

や
け
が
で
、
や
む
を
得
ず
現
地
の

医
療
機
関
で
治
療
を
受
け
た
場
合
、

そ
の
医
療
費
は
帰
国
後
、
申
請
に

よ
り
海
外
療
養
費
と
し
て
給
付
を

受
け
ら
れ
ま
す
。

申
請
時
に
パ
ス
ポ
ー
ト
・
領
収

明
細
書
・
診
療
内
容
明
細
書（
各

日
本
語
翻
訳
付
き
）等
の
確
認
書

類
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
高
額
な

案
件
等
、
現
地
調
査
が
必
要
な
場

合
は
、
詳
細
な
内
容
点
検
調
査
も

実
施
し
ま
す
。

脱
退
の
手
続
き
が
必
要
で
す

1
年
以
上
日
本
を
離
れ
る
場
合

は
、
転
出
に
よ
る
国
民
健
康
保
険

の
資
格
喪
失
届
の
提
出
が
必
要
で

す
。

問
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

整
骨
院・接
骨
院
、
は
り・き
ゅ

う
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
施
術
に
は
、

健
康
保
険
を
使
え
る
場
合
と
使
え

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い（
下
表
参
照
）。

問
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

国
民
健
康
保
険

海
外
療
養
費

国
民
健
康
保
険

整
骨
院
・
接
骨
院
、

 

は
り
・
き
ゅ
う
、

　
マ
ッ
サ
ー
ジ
の

�

受
診
上
の
注
意

健康保険が使える場合と使えない場合
健康保険が使える場合 健康保険が使えない場合（全額自己負担）

整骨院�
・�
接骨院

急な外傷による、以下のけが
○捻挫
○打撲
○�挫傷（肉離れ等、血が肌の外に出ないけが）
○�骨折・不全骨折・脱臼（応急手当を除き、
医師の同意が必要）

急な外傷によらない、痛みや凝り等
○疲労回復
○日常生活等による痛みや凝り
○�病気（神経痛・関節炎・五十肩・ヘルニア等）
からくる痛みや凝り
○�以前けがをして治ったが、再び痛み出した
場合

はり�
・�
きゅう

以下の症状（医師の同意が必要）
○神経痛、腰痛症、五十肩
○リウマチ
○頸
けいわん
腕症候群

○頸
けいつい
椎捻挫後遺症

○疲労回復
○�左記以外の原因による肩凝り・痛み

マッサージ

以下の症状（医師の同意が必要）
○筋まひ
○�関節拘縮（関節の動く範囲が狭くなったり、
動かなくなったりする）等の、医療上マッ
サージを必要とする症例

○疲労回復
○慰安
○�整体やカイロプラクティック等、民間資格
者による施術

限
毎
月
15
日（
入
居
者
決
定
次
第

終
了
）

先
問
高
齢
福
祉
課
高
齢
福
祉
係

相談できます　福祉の悩み事・困り事
福祉くらしの総合窓口
問生活福祉課福祉くらしの総合窓口

6月1日は人権擁護委員の日
相談時間を拡大します

　仕事・家計・住まい・生活・健康に関することや、どこに
相談したらよいか分からない福祉全般の悩み事や困り事につ
いて、気軽にご相談ください。
家計改善支援
　生活費が大変、借金や滞納がある、家計が赤字になってし
まう等、お金の悩みに関して、家計改善のための支援を提供
します。
支援例
○家計表の作成
○法律相談への案内・同行
○家賃の低い住宅への転居等の相談　等
就労準備支援
　働きたい気持ちはあるが仕事が続かない、適職が分からな
い、人間関係が苦手等の悩みがある方に、個別の支援プログ
ラムを提供します。
支援例
○就労活動に向けての助言
○コミュニケーション・パソコンの練習
○働くための通院同行支援　等
住居確保給付金
　住まいの確保のための給付金です。支給要件があるため、
事前にご相談ください。
家賃の補助
　やむを得ず離職をして住居を失った方または失う恐れが高
い方には、3～9カ月間の家賃相当額を支給します。
※再就職に向けた活動等をする必要有り
転居費用の補助
　世帯員の死亡や離職等により世帯収入が大きく減少してし
まった方で、家計改善のために家賃が低い住宅に転居する必
要がある方へ、転居費用を支給します（上限・補助対象外経費
有り）。
※福祉くらしの総合窓口の家計改善支援を受ける必要有り




